
沖
縄
林
政
史
に
関
す
る
一
考
察

池

茂

野

は
じ
め
に

ゃ
ん
ば
る
せ
ん

本
稿
は
、
沖
縄
山
原
船
水
運
に
関
す
る
考
察
か
ら
生
じ
た
林
業
関
係
の
諸
問
題
の
う
ち
、
主
と
し
て
林
政
史
的
側
面
を
と
り
あ
げ
た
も

の
で
あ
る
。
管
見
の
範
囲
の
諸
文
献
の
み
な
ら
ず
、
二
、
三
の
文
献
目
録
〈
1

〉
に
よ
っ
て
も
、
沖
縄
の
林
業
に
主
題
を
お
い
た
も
の
は
ほ

沖縄林政史に関する一考察

と
ん
ど
な
い
。
史
料
の
不
足
、
関
心
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
旧
稿
ハ
2
〉
で
み
た
よ
う
に
山
原
船
水
運
は
、
沖
縄
林
業
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
乙
の
関
係
を
旧
稿
か
ら
要
約
す
れ
ば
、
「
流
通
経
済
の
刺
激
に
よ
る
生
産
力
の
発
展
、

そ
れ
が
ま
た
流
通
経

済
・
水
運
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
は
、
自
然
蓄
積
量
を
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
雑
木
薪
炭
材
運
輸
か
ら
は
生
じ
な
か
っ

〈
に
が
み

た
し
、
国
頭
地
方
(
沖
縄
本
島
北
部
)
の
林
業
を
専
同
化
す
る
乙
と
も
な
か
っ
た
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
沖
縄
林
業
を
、

「
自
然
蓄
積
量
を
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
旧
稿
で
は
、

こ
の
点
を
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、

ま
た

依
る
べ
き
先
学
の
研
究
成
果
が
え
ら
れ
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。

43 

右
の
よ
う
な
次
第
で
、
白
ら
乙
の
課
題
を
展
開
す
べ
き
責
が
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
も
な
お
そ
の
責
を
は
た
し
え
た
と
は
い
え



44 

な
い
。
と
り
わ
け
、
王
国
時
代
言
)
の
林
業
実
態
を
地
域
に
即
し
て
展
開
し
た
も
の
で
な
く
、
林
政
史
と
い
っ
た
一
般
論
的
段
階
に
止
ま

っ
て
い
る
。
後
日
の
補
訂
、

さ
ら
に
は
大
方
の
批
正
を
ま
つ
ζ

と
と
し
た
い
。

明
治
の
旧
慣
調
査
に
よ
る
林
野
実
態

付

沖
縄
林
野
の
日
本
本
土
化

一
八
七
二
年
(
明
治
5
)
の
琉
球
藩
の
設
置
、
七
九
年
の
沖
縄
県
設
置
の
政
治
事
情
は
お
く
と
し
て
、
明
治
政
府
・
沖
縄
県
当
局
は
、

「
旧
慣
温
存
」
を
旨
と
し
て
当
初
は
そ
の
政
策
を
推
進
し
た
。

林
野
制
度
に
関
し
て
、

一
八
八
一
年
の
沖
縄
県
か
ら
農
商
務
卿
へ
の
進
牒
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

?uo

当
県
宮
山
枯
損
木
並
ニ
将
来
良
材
ト
ナ
ル
ヘ
キ
見
込
無
之
悪
木
伐
取
方
ノ
儀
ハ

従
来
間
切
或
ハ
村
方
一
一
於
テ
山
奉
行
所
ニ
願
出

同
奉
行
所
ハ
見

分
ノ
上
聞
届

松
木
並
雑
木
ハ
悉
皆
無
代
価
ニ
テ
下
渡

楠
松
其
他
官
用
ニ
モ
可
相
成
分
ハ
官
ニ
引
揚

左
モ
無
之
分
ハ
同
所
へ
下
渡

又
官
山
伐
跡

又
ハ
荒
跡
ハ
人
民
ニ
テ
植
付
方
負
担
シ

良
木
生
長
致
シ
侯
様
取
計
候
旧
慣
ニ
有
之
候
間

右
等
ハ
当
分
旧
慣
ニ
準
シ

当
庁
限
聞
届
候
致
度
・
・
.... 

そ
ま
や
ま

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
官
山
」
と
は
、
後
述
す
る
柏
山
の
こ
と
で
あ
り
、
地
元
民
の
入
会
を
旧
慣
と
し
て
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
沖

縄
県
は
、
翌
年
か
ら
王
国
時
代
の
旧
慣
調
査
を
本
格
化
し
、
九
九
年
(
明
治
沼
)
以
降
の
「
土
地
整
理
」

へ
の
準
備
を
始
め
て
い
る
。

そ

の
さ
き
が
け
は
、
九
二
年
の
奈
良
原
県
知
事
に
よ
る
「
柏
山
開
墾
」
の
推
進
で
あ
る
。
士
族
授
産
と
い
い
な
が
ら
、
乙
の
開
墾
に
は
知
事

も
と
ぶ

自
身
が
か
ら
ん
だ
と
い
わ
れ
、
開
墾
地
の
本
部
間
切
住
民
の
抵
抗
を
排
し
て
強
行
さ
れ
た
。
や
が
て
、
そ
れ
は
柏
山
の
国
有
林
化
と
い
う

ビ
告
で
ば
な

土
地
整
理
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
な
る
。
当
時
の
沖
縄
県
農
林
技
師
で
あ
っ
た
謝
花
昇
ら
の
反
対
運
動
は
、
む
し
ろ
沖
縄
の
自
由
民
権
運

動
の
一
環
と
し
て
説
か
れ
る
(
5
〉。

こ
う
し
た
柏
山
開
墾
の
実
態
や
固
有
化
の
過
程
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
自
身
で
別
の
考
察
を
必
要
と
す



る
。
乙
こ
で
は
、

日
本
本
土
と
時
期
の
ズ
レ
は
あ
り
な
が
ら
、
「
入
会
権
を
特
有
の
酷
烈
な
様
相
を
呈
し
な
が
ら
排
除
」
ハ
6
U
し
、
柏
山
を

固
有
化
し
て
い
っ
た
こ
と
だ
け
を
記
す
に
と
ど
め
る
。

一
九

O
三
年
(
明
治
話
)
に
土
地
整
理
は
完
了
す
る
。
そ
の
翌
年
、
農
商
務
省
山
林
局
に
よ
る
『
沖
縄
県
森
林
視
察
復
命
書
』

(
7
〉(以

下
、
復
命
書
と
略
す
)
が
あ
る
。
時
期
の
点
な
ど
に
問
題
は
残
る
が
、
全
般
的
展
望
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
沖

縄
林
野
の
実
態
を
展
望
し
、
王
国
時
代
の
林
野
を
と
ら
え
る
基
礎
と
す
る
。

。
沖
縄
の
林
野
の
種
類
と
面
積

「
旧
慣
」
に
よ
る
林
野
の
種
類
は
、
復
命
書
が
い
う
よ
う
に
「
固
ト
其
種
類
名
称
頗
ル
多
ク
而
シ
テ
種
類
名
称
ノ
異
ナ
ル
ニ
従
ヒ
其
性

質
ヲ
異

ス
ノレ
Lー『

2 も
請与の
地ちで

山あ
野つ

fこ

-
百
姓
地
山
野

3 
イ士し他
明言の
山資
野料

4 -k， 

41iiS 
I-LJ主参

考
5 }7" 

目;t
出ぷ
ー ョ民コ

王
国
時
代
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
林
野
を
あ
げ
る
と
、

そ

ん

う

た

き

6
村
山
野

9
御
獄
山

8
御
風
水
山

10 
仕

7
山
野

立
山

ロ
唐
竹
山

日
間
切
保
護
山

日
村
保
護
山
が
あ
る
。

日
御
物
山

沖縄林政史に関する一考察

3
は
耕
地
に
付
属
す
る
林
野
で
あ
る
が
、

ー
は
い
わ
ゆ
る
本
田
、

2
は
百
姓
に
よ
る
新
開
地
、

3
は
士
族
に
よ
る
新

さ
て
、

ー
ム
、
ワ
山
、

開
地
付
属
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
茅
椋
場
と
し
て
の
原
野
で
あ
る
。

4
の
柏
山
は
、
沖
縄
の
林
野
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と

そ
ん

い
わ
ゆ
る
民
有
林
に
あ
た
り
、
間
切
(
本
土
の
行
政
村
)
、
村
(
大
字
に
あ
た
る
)
、
個
人
所
有
に
か

は
、
後
述
す
る
。

5
、
6
、
7
が、

か
る
も
の
で
、

な
か
に
は
共
有
の
も
の
も
あ
っ
た
。

8
は
、
「
素
有
関
係
玉
城
風
水
林

曽
経
栽
樹
木
以
備
風
水
雅
」
ハ
と
と
あ
る
よ
う
に
、

首
里
玉
城
を
め
ぐ
る
風
致
林
で
あ
っ
た
。

9
は
、
復
命
世
一
回
の
「
村
落
ニ
ハ
高
山
ヲ
祭
ル
ノ
慣
習
ア
リ
テ
村
里
ニ
遠
カ
ラ
サ
ル
高
山
の
絶
頂

ニ
在
ル
樹
木
ヲ
保
護
シ
タ
リ
」
が
要
を
得
て
い
る
が
、
王
家
に
か
か
わ
る
御
獄
山
も
あ
る
。

mは
柏
山
内
の
植
林
仕
立
敷
の
こ
と
で
あ

45 

る
。
孔
は
間
切
・
村
の
公
供
用
材
の
供
給
地
と
さ
れ
る
が
、
柏
山
か
ら
も
供
給
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、

ど
れ
ほ
ど
の
役
割
を
果
し
た
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か
は
疑
問
で
あ
る
。
止
は
砂
糖
樽
・
栴
の
タ
ガ
用
の
竹
供
給
地
で
、
砂
糖
が
重
要
貢
納
品
で
あ
る
だ
け
に
、
厳
し
い
管
理
の
対
象
と
さ
れ

な

か

が

み

〈

に

が

み

た
。
た
だ
し
、
中
頭
(
沖
縄
本
島
中
部
〉
・
国
頭
(
北
部
)
地
方
だ
け
に
設
け
ら
れ
た
。
臼
、
日
は
耕
地
・
集
落
の
風
潮
防
備
林
で
あ

り
、
「
山
気
の
不
洩
様
諸
山
相
囲
候
を
抱
護
と
申
候
」
白
)
に
由
来
す
る
か
と
思
え
る
。

さ
て
、
柏
山
に
つ
い
て
復
命
書
は

其
地
籍
ノ
属
ス
ル
間
切

島
又
ハ
村
ニ
於
テ
之
ヲ
保
護
シ

当
該
間
切
村
又
ハ
其
住
民
ハ
建
築
薪
炭
其
他
所
要
ノ
木
材
ハ
許
可
ヲ
受
ケ
無
代
価
ニ
テ
之

ヲ
伐
採
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
成
例
ニ
シ
テ

藩
庁
-
一
一
於
テ
木
材
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ

手
形
ヲ
発
シ
テ
之
ヲ
上
納
セ
シ
メ

其
代
価
ハ
当
該
間
切
島
又
ハ

村
ノ
負
担
ス
ル
貢
租
卜
差
引
セ
シ
メ
タ
リ
:
;
:
其
区
域
ハ
藩
庁
之
ヲ
定
メ
其
樹
木
ハ
藩
用
ニ
供
シ
タ
レ
ト
モ

間
切
ニ
於
テ
公
共
用
ニ
供
ス
ル
ト
キ
ハ

無
代
価
ニ
テ
之
ヲ
伐
採
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ

売
買
質
入
等
処
分
ノ
自
由
ヲ
認
メ
ス

と
記
し
て
い
る
。
筆
者
の
み
た
林
制
史
料
か
ら
も
、
右
に
つ
い
て
と
く
に
訂
正
す
べ
き
点
は
な
い
。

一
応
、
王
国
時
代
の
柏
山
利
用
の
実

態
を
記
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
各
種
の
林
野
の
面
積
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
復
命
書
は
「
統
計
ノ
徴
ス
ヘ
キ
モ

ノ
ナ
キ
」
乙
と
を
記
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
そ
の
段
階
を
ぬ
け
き
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
復
命
書
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で

あ
る
。
民
有
林
に
つ
い
て
復
命
書
は
、
「
山
岳
ノ
一
端
若
シ
ク
ハ
耕
地
間
ニ
存
ス
ル
正
阜
岡
陵
ノ
地
-
一
点
綴
ス
ル
ノ
、
、
こ
一
ジ
テ
最
大
ノ
モ

ノ
ト
難
モ
其
反
別
三
四
十
町
:
:
:
僅
ニ
間
切
ノ
村
民
薪
炭
材
ノ
補
給
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
過
キ
ス
」
と
い
う
。
そ
の
分
布
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て

い
な
い
が
、
沖
縄
本
島
南
部
の
島
尻
地
方
に
多
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
推
定
さ
せ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、

乙
の
島
尻
地
方
は
も
と
よ
り
、

沖
縄
林
産
資
源
は
柏
山
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
復
命
書
作
成
時
代
に
は
、
「
柏
山
ノ
ミ
国
有
-
一
帰
シ
:
:
:
土
地
整
理

処
分
ニ
依
リ
定
メ
タ
ル
国
有
林
及
民
有
林
野
ノ
面
積
-
一
依
リ
柏
山
及
他
各
種
林
野
ノ
総
面
積
ヲ
知
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
、
当
時
の
林
野
面
積
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を
あ
げ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
資
料
を
再
整
理
し
て
、
王
国
時
代
の
林
野
面
積
を
推
定
す
る
こ
と
と
す
る
(
第
1
表)。

第
1
表
か
ら
、
国
有
林
野
と
民
有
林
野
の
比
率
を
算
出
す
れ
ば
、
七
三
Mm
に
対
し
て
二
七
Mm
の
数
値
を
う
る
。
さ
ら
に
、
国
有
林
と
民

有
林
に
限
定
し
て
み
る
と
、
国
有
林
比
率
は
八
七
・
三
%
に
達
す
る
。
明
治
二
十
五
年
代
の
日
本
本
土
各
県
の
国
有
林
比
率
か
ら
す
る

と
、
東
北
諸
県
と
な
ら
ぷ
高
率
で
あ
る
乙
と
に
な
る
2
3
お
そ
ら
く
王
国
時
代
に
は
、
柏
山
が
林
野
面
積
の
八

0
1九
O
%
を
し
め
て

い
た
と
し
て
も
大
き
な
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

林
野
の
地
域
的
な
分
布
状
態
は
、
沖
縄
本
島
北
部
の
国
頭
郡
が
四
三
%
を
し
め
、

つ
い
で
八
重
山
郡
が
三
二
%
と
な
る
。
本
稿
に
お
い

て
は
、
八
重
山
郡
な
ど
の
林
野
は
紙
数
の
関
係
で
除
外
し
、
沖
縄
本
島
に
限
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
沖
縄
本
島
内
で
は
、
島
尻
郡
の
林
野
面

積
が
中
頭
郡
を
上
ま
わ
る
の
は
、
地
形
や
景
観
イ
メ
ー
ジ
と
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を
う
け
る
。
ち
な
み
に
、
各
郡
総
面
積
に
対
す
る
林
野
面

積
比
率
を
概
算
す
る
と
、
国
頭
郡
七
四
%
、
島
尻
郡
四
四
労
、
中
頭
郡
二
七
Mm
と
な
る
。
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
王
国
時
代
の
林
制
は
島

尻
郡
の
林
野
を
対
象
と
し
て
い
な
い
の
は
、

な
ん
ら
か
の
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
も
の
か
と
い
う
新
し
い
疑
問
を
提
起
す
る
が
、
ま
だ
本

稿
に
お
い
て
は
そ
れ
を
明
確
に
説
明
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。

王
国
時
代
に
お
い
て
は
、
『
樹
木
播
植
方
法
』
(
一
七
四
七
)
の
よ
う
な
林
政
書
も
公
布
さ
れ
、
「
大
木
の
保
護
と
造
林
が
い
っ
そ
う
痛

感
さ
れ
・
・
・
・
・
・
各
間
切
に
重
要
樹
木
の
造
林
を
命
じ
、

乙
れ
を
仕
立
敷
と
称
し
た
(
ロ
よ
と
い
う
の
は
史
学
者
の
通
説
と
い
え
る
。
さ
き
の

林
野
種
類
の
仕
立
山
の
問
題
で
あ
る
。
復
命
書
は
、
「
人
造
林
ハ
地
方
之
ヲ
仕
立
敷
ト
称
ス
」
と
し
て
、
柏
山
(
国
有
林
)
内
の
天
然
林
と

人
造
林
の
面
積
を
、
中
頭
・
国
頭
郡
に
つ
い
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
再
整
理
し
た
の
が
第
2
表
で
あ
る
。
だ
が
、
中
頭
郡
の
人
造
林
は

皆
無
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
国
頭
郡
で
さ
え
も
五
劣
弱
し
か
な
い
の
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
ま
ず
こ
の
数
値
か
ら

は
、
王
国
時
代
の
柏
山
と
は
天
然
林
の
乙
と
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
王
国
時
代
の
造
林
と
は
、

こ
の
程
度
の
乙
と
で
あ
っ
た
の
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国頭・中頭郡「柚山」面積 (1904)

天 然 林

未タ利用 l利用中ニ j荒廃
人造林 計

セサルモノ 係ノレモノ セシモノ

町 町 町 町 町
国頭・国頭村 1， 108 12，680 O 1， 068 14，856 

グ ・大宜味村 75 3，333 486 113 4，007 

グ・久志村 585 8，893 2，611 299 12，388 

グ・羽地村 33 2，617 675 43 3，368 
グ・名護村 O 3，010 914 192 4，116 

グ・金武村 O 2，254 1， 730 127 4，111 

-恩納村 24 1，189 1，311 178 2，702 

グ・本部村 O 834 917 120 1，871 

グ ・今帰仁村 。 626 643 31 1，300 

国頭郡小計 1 48，719 

中頭・読谷山村 O O 400 400 I 
グ・谷山村 * O O 220 220 

グ ・具志川村 O O 190 190 

グ・美里村 。 。 510 510 

グ・越来村 O O 310 310 

中頭郡小計| 1， 630 

両 郡
す|

50，349 

第2表

で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
の
通
説
の
造
林
の
イ
メ

l

ジ
は
、

こ
乙
で
修
正
の
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ

。

ヲ

hv

*北谷村の誤。なお第 1表の各郡国有林面積とは一致しない。

詳
説
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

一
七
三
七
年
の

『
柏
山
法
式
帳
』
の
つ
ぎ
の
一
文
は
、
当
時
の

柏
山
仕
立
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
思
え
る
。

す
な
わ
ち
、

一
、
作
毛
之
儀
は
土
地
之
性
相
撰
申
候
得
共

'
刻
引

山
之
儀
は
土
性
不
相
構
山
形
次
第
樹
木
之
善
悪
有

之
事
候

依
之
山
敷
地
之
儀
は
題
目
地
形
を
致
吟

味
候

然
共
右
敷
地
之
内
山
敷
地
に
し
て
難
不
相

応
之
所
諸
木
植
付
候
得
は
始
て
は
立
兼
或
は
曲
木

に
成
候
得
共
漸
々
と
山
気
を
含
み
其
次
は
小
木
よ

り
は
能
立
延
可
申
候
関
山
敷
針
竿
之
其
は
少
も
明

地
無
之
様
に
可
入
念
事

と
い
う
も
の
で
、
柏
山
内
の
伐
跡
に
明
地
な
く

植
付
け
る
こ
と
が
造
林
の
基
本
で
あ
り
、
伐
採
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も
現
代
的
な
意
味
で
の
皆
伐
で
は
な
く
、
良
材
の
間
伐
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
熱
帯
林
的
特
色
を
も
っ
沖
縄
の
山
林
は
、

寒
帯
林
の
よ
う
な
同
一
樹
種
の
純
林
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
間
伐
が
適
当
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
天
然
林
と
さ
れ
た
な
か
に
も
、

山
工
之
法
に
し
た
が
っ
て
植
樹
さ
れ
た
も
の
が
相
当
量
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
王
国
時
代
の
造
林
、
ま
た
天
然
林
に
つ
い
て
は
、

乙

の
よ
う
な
保
留
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
2
表
の
天
然
林
の
う
ち
の
「
荒
廃
セ
シ
モ
ノ
」
の
存
在
も
見
逃
せ
な
い
。
中
頭
郡
の
「
荒
廃
率
」
は
一

O
O
%、
国
頭

郡
で
は
二

O
%に
達
す
る
が
、
復
命
量
一
回
で
は
そ
の
実
態
や
、
荒
廃
化
の
要
因
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
と
乙
ろ
は
な
い
。

乙
れ
に
関
連
し
て
、

王
国
時
代
の
柏
山
衰
微
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
乙
と
と
す
る
。
中
頭
郡
に
お
い
て
の
荒
廃
率
か
ら
す
る
と
、
南
部
島
尻
郡
の

柏
山
は
ど
の
よ
う
な
状
況
と
表
現
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
旧
稿
に
お
い
て
、
「
南
部
地
方
の
林
産
資
源
の
枯
渇
は
救
い
難
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
必
然
的
に
林
産
資
源
の
供
給
地
は
北
漸
し
、
現
在
の
国
頭
村
に
供
給
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
運
搬

の
主
役
が
山
原
船
で
あ
っ
た
」
と
し
、
「
自
然
蓄
積
量
を
利
用
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
も
一
応
の
保
留
を
必
要
と
し
な
が
ら
も
、

全
く
の
誤
り
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

同

林
産
資
源
量
の
推
定

幾
分
の
保
留
つ
き
の
天
然
林
の
樹
種
は
、
復
命
書
に
よ
れ
ば
ガ
ズ
マ
ル
、
裕
樹
、
黒
檀
、
赤
木
、

ハ
ス
ノ
ハ
ギ
リ
、
沖
縄
爽
竹
桃
が
あ

げ
ら
れ
る
。
乙
の
う
ち
、
赤
木
以
外
は
用
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
人
工
林
か
ら
の
用
材
と
し
て
は
、
羅
漢
松
、
杉
、

樫
、
イ
ジ
ュ
、
赤
木
、

フ
ク
ギ
、
椎
、
松
(
広
葉
の
杉
)
、

モ
ッ
コ
ク
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

乙
れ
ら
の
一
町
歩
当
り
の
平
均
成
長

量
(
尺
貫
)
に
つ
い
て
は
、
松
田
八
、
樟
三
五
、
雑
木
平
均
八

t
一
七
尺
貫
を
あ
げ
る
。

こ
れ
ら
の
総
平
均
成
長
量
一
二
尺
貫
を
森
林
面

積
に
乗
じ
、
年
閣
総
平
均
成
長
量
七
五
・
六
万
尺
貫
を
得
る
。

乙
れ
は
、
需
要
推
定
量
四
六
・
八
万
尺
貫
を
上
ま
わ
る
も
の
と
な
る
が
、



当
時
沖
縄
県
で
他
県
か
ら
ち
・
羅
漢
松
の
木
板
類
の
輸
入
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
内
地
か
ら
の
移
住
民
が
特
定
木
材
を
志
向
す
る

た
め
と
し
て
い
る
。
乙
の
推
計
か
ら
す
れ
ば
成
長
量
の
旺
盛
な
熱
帯
林
的
特
質
の
ゆ
え
に
、
全
体
的
な
総
需
要
量
を
充
足
す
る
だ
け
の
成

長
量
を
備
え
て
い
た
が
、
特
定
樹
種
に
限
定
さ
れ
た
需
要
を
満
す
に
は
、
熱
帯
林
の
別
の
特
徴
で
あ
る
多
樹
種
産
出
の
た
め
に
、

そ
の
不

足
を
つ
げ
る
こ
と
が
あ
り
え
た
乙
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
王
国
時
代
の
林
制
を
み
る
と
、
松
・
樫
な
ど
の
用
材
確
保
に
力
を

注
い
だ
の
が
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
。

一
方
、
雑
木
に
関
し
て
は
、
民
需
を
み
た
し
う
る
成
長
量
が
あ
っ
た
の
で
、
柏
山
か
ら
も
乙
れ

を
伐
取
る
こ
と
を
許
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
明
治
期
の
調
査
を
も
と
に
し
て
、
王
国
時
代
の
林
政
の
い
く
つ
か
の
側
面
に
目
を
む
け
る
乙
と
と
す
る
。

王
国
時
代
の
林
政

付

林
野
管
理
機
構
の
変
遷

沖縄林政史lζ関する一考察

一
七
・
八
世
紀
に
集
中
す
る
。
琉
球
王
国
の
創
建
が
一
四
二
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、

一
六

O
九
年
(
慶
長

沖
縄
史
書
の
編
修
事
業
は
、

日
)
に
は
島
津
氏
の
征
服
を
う
け
、

そ
れ
以
前
の
記
録
を
失
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
五
世
紀
以
前
は
後
代
の
記
録
に
よ
っ
て
推
定

す
る
以
外
に
な
い
。
と
く
に
林
政
と
い
う
よ
う
な
管
理
機
構
に
関
し
て
は
、
史
料
の
欠
如
を
補
う
べ
き
手
段
は
な
い
。
本
稿
で
利
用
し
た

ち
ゅ
う
ま
ん
せ
い
ふ

一
部
に
『
中
山
世
譜
』
で
補
い
、
第
3
表
の
林
政
関
係
の
年
表
を
作
製
し
た
。

史
書
は
、
主
と
し
て
『
球
陽
』
に
よ
り
、

『
球
陽
』
は

七
四
五
年
に
編
集
さ
れ
た
沖
縄
の
内
治
関
係
の
記
録
で
あ
り
、
そ
の
後
一
八
七
六
年
ま
で
書
き
つ
が
れ
て
い
る
。
『
中
山
世
譜
』
は
、

せ

か

ん

そ
の
後
の
改
訂
を
経
た
『
中
山
世
鑑
』
を
一
七

O
一
年
漢
訳
し
、

六
O
九
年
に
編
修
、

一
七
二
六
、

四
三
年
に
補
修
し
、

さ
ら
に
一
八
七

51 

四
年
ま
で
書
き
つ
が
れ
、
主
と
し
て
外
交
政
治
史
関
係
の
記
事
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
S

〉

O

こ
れ
ら
の
他
に
、
ご
七
三
七
年
『
柏
山
法
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第3表王国時代林野制度に関する年表

出典・『球陽』ー(陽)，同付巻ー(陽付)， 11中山世譜』ー(譜)，数字は巻を示す

言己 事

1509 10石木鉄三奉行主取職任命(腸 4)

1629 10総山奉行任命(専管山林竹木之事)(陽 5)

36 10山奉行「鬼利死丹」改，人民版籍の乙と兼務(後，本L改奉行設置)(陽
付1)

48 lo{中頭山奉行を設置(十年一次諸郡巡看，松樹及樫樹等査看)(陽6)

69 lo(主殿建材を久米島より運ぶ)(陽7)

0木・石・鉄奉行の「結袖」を免ず(陽7)

79 10仲頭山奉行を国頭山奉行と改称，此奉行を廃して，山奉行が国頭山奉行
の事を兼務す(陽7)

82 10御材木奉行及筆者を裁去す(陽 7)

1710 10瓦・木・山奉行筆者各一員を裁少す(陽 9)

13 lo(王城焼失，建材を薩州l乙求買，太守公材木寄贈)(陽付 2)

29 10山奉行を「改奉行」と称す(陽11)(陽付 1) 

30 101山留J(四月中〉の禁を解く(陽12)

10山奉行「仮屋」事務を兼務，筆者増員(陽12)

35 10(1榔原」山林絶，北谷，読谷山，越来，美里，具志川殆絶，恩納，金
武，名護，本部，今帰仁漸衰，羽地，大宜味，久志，国頭梢美材有る
のみ)(譜9)

0察温山林巡看， r山林之法Jを教う(陽13)

37 10始めて各地に山奉行と津口勤番を置く(陽13)

011柏山法式帳JI，11山奉行所規模帳』編

38 10察温山林巡看，羽地，名護，今帰仁，国頭の村落移転。「柏山奉行J3
員(陽13)

40 10今帰仁・湧)1¥邑を建つ(陽13)

47 1011柏山法式仕次JI，11樹木播値方法』編

48 1011就柏山惣計条々』編

51 1011山奉行所規模帳仕次JI，11山奉行所公事帳』編

93 :0柏山比年焦枯，向天油巡看(陽18，譜10)

1806 10柏山近年諸木枯稿，惣山奉行を建つ(陽20)

11 10柏山樹木遁年樵枠，山奉行，筆者 2，署奉行2増員，直座を建つ(陽
20) 

20 10柏山諸木，鴨茂を見んとす。総山奉行罷退(陽20)

37 10仮山奉行 1添設

45 10酉年(1825)大風遇看，諸木多吹倒，聖廟・西御殿営造，公署起造，
材木概ね樵枠，紫巾官を総(山)奉行とす(陽21)<酉年暴風(陽20)>
<1825，琉球国去今年凶荒 (11日本の天災・地変JI)>

46 10宮古島柏山甚樵枠， tUI山惣主取を兼ねた在番，山林生長のため流留を
乞う(陽22)



1857 10渡嘉敷，山木伐勢を禁じ，山木盛衰見察の村役人褒嘉(陽22)

72 10布I山樹木甚際枠，按司奉行 1を親方奉行 11乙加える(陽22)<琉球藩
設置>

74 10山奉行所筆者2，署筆者5を筆者 3，署筆者6とす(陽22)

77 1<沖縄県設置， 1県政時代」はじまる>

80 1 (船舶制限廃止〉

81 10山林制度 11日憤Jによる旨，農商務省へ進牒(沖縄県日誌〉

82 1 (旧慣調査始る〕

83 1 (船舶制限復活， 89自由化)

84 10総山奉行，仮山奉行，船改奉行廃止

85 10本部間切「居住人」柏山開墾許可

90 10本部間切柏山開墾地の賃貸問題発覚

92 10奈良原県知事，柏山開墾推進， 8，265町余払下，謝花昇ら反対

94 10本部間切住民「柏山開墾不許可歎願」

99 10 1土地整理」事業始る， 1柏山処分J(奈良原ら「官地民木J，謝花ら
「民地民木J)

01土地整理」完了。沖縄林野の73%が宮有地となる

o柚山払下げ，不要存置林と存置林l乙分ける

O同前完了，存置林は国有林となる

O国有林借地内で「県有林」の造林始る
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事記年

q
d
ρ
o
a
u
q
u
 

叩

o
o
o

---

式
帳
』
、
『
山
奉
行
所
規
模
帳
』
、

四
七
年
『
柏
山
法
式
仕

(1981，池野作製)

次
』
、
『
樹
木
播
植
方
法
』
、

四
八
年
『
就
柚
山
惣
計
条

』々、

五
一
年
『
山
奉
行
所
規
模
仕
次
』
、
山
奉
行
所
公

事
帳
』
の
、

い
わ
ゆ
る
「
林
政
七
書
」
が
本
稿
の
出
血
(

資
料
で
あ
る
立
)
O

乙
の
七
書
に
、
一
八
六
八
年
『
御
差

図
如
』
を
加
え
て
、
「
林
政
八
書
」
と
い
う
乙
と
も
あ

る
さ
て
、
第
3
表
の
上
限
は
、

一
五

O
九
年
以
前
に
及

ば
な
い
。
多
方
面
に
わ
た
っ
て
「
琉
球
事
始
」
を
記
録

し
た
『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
三
の
天
地
門
に
は
、
山
林

関
係
の
事
始
に
つ
い
て
ふ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た

だ
、
巻
四
「
風
水
(
地
理
)
」
の
項
に
は
、
「
当
固
有
前

代
風
水
看
扶
不
可
考

康
照
六
年
丁
未
八
一
六
六
七
〉

為
接
貢
周
国
俊
国
土
ロ
通
事
為
存
留
通
事
・
・
・
・
・
・
到
闘
学
地

理

是
我
朝
風
水
看
之
始
敬
」
と
し
て
い
る
の
を
加
え

て
お
き
た
い
。
林
政
書
に
は
、

こ
の
よ
う
な
風
水
看
に

も
と
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
営
林
指
導
が
記
さ
れ
て
い
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る
し
、
『
球
陽
』
の
村
落
移
転
の
記
事
な
ど
に
も
「
地
理
師
」
の
存
在
が
散
見
す
る
。
中
国
伝
来
の
風
水
看
が
、
沖
縄
の
歴
史
地
理
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、

乙
れ
も
本
稿
を
は
な
れ
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

さ
て
、
年
表
の
は
じ
め
に
は
「
石
木
鉄
三
奉
行
」
が
登
場
し
、

そ
の
う
ち
の
「
木
奉
行
」
が
林
制
と
か
か
わ
る
も
の
か
と
考
え
ら
れ

だ
心
も
と
な
い
原
文
で
あ
る
。

る
。
「
万
暦
年
間
八
一
五
七
三
|
一
六
一
五
〉
毛
時
儀
:
:
:
任
石
木
鉄
三
奉
行
主
取
職

一
六
六
九
年
に
は
、
「
自
昔
木
石
鉄
三
奉
行
有
公
務
時
必
以
双
袖
結
子
背
上
以
為
弁
理

未
知
何
世
而
始
亦
為
何
而
裁
也
」
と
、

十
品
'
よ
斗
6

1

1

l

 

至
子
是
年
免
其

結
袖
」
と
あ
り
、

乙
の
頃
に
は
「
公
務
」
に
従
事
し
て
い
た
乙
と
を
知
る
が
、

そ
の
職
務
内
容
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
。
前
文
の
「
主
取

職
」
は
、
三
奉
行
の
上
級
職
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
、

乙
れ
は
後
に
ま
た
ふ
れ
る
。
職
務
不
明
の
職
制
は
、

一
六
八
二
年
「
裁
去
御
材
木

奉
行
並
筆
者
」
、

一
七
一

O
年
「
裁
少
瓦
木
山
三
奉
行
筆
者
各
一
員
」
に
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
職
務
不
明
の
役
職
の
廃
止
・
縮
少
の
記
録

に
す
ぎ
な
い
。
材
木
奉
行
は
、
二
十
年
ぐ
ら
い
で
建
て
替
え
ら
れ
た
と
い
う
「
御
本
殿
(
王
城
の
正
殿
)
」
の
、
御
材
木
を
扱
っ
た
臨
時

の
職
制
で
あ
っ
た
か
と
思
え
る
。
他
は
「
三
奉
行
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
の
で
、
木
・
山
奉
行
が
独
立
し
た
機
構
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も

不
明
で
あ
る
が
、
山
奉
行
は
明
治
の
旧
慣
調
査
に
お
い
て
山
林
管
理
の
頂
点
に
あ
っ
た
職
制
で
あ
る
。
琉
球
王
朝
の
行
政
は
三
司
官
が
統

も

う

し

く

ち

も

の

轄
し
、
そ
の
下
に
申
口
(
儀
礼
・
用
度
・
文
教
・
治
安
な
ど
担
当
)
と
物
奉
行
(
財
務
管
理
)
の
執
行
機
関
が
あ
っ
た
。
山
奉
行
は
、
物

奉
行
に
属
す
る
用
意
方
物
奉
行
(
山
川
堤
防
、
砂
糖
栽
培
関
係
)
の
下
の
機
構
で
あ
る
。

山
奉
行
の
変
遷

山
奉
行
が
独
立
し
た
記
事
と
し
て
年
表
に
み
ら
れ
る
の
は
、

一
六
三
六
年
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
記
事
原
文
は
三
段
に
わ
け
ら
れ
る
。
前

段
は
、
薩
州
の
命
で
「
鬼
利
死
丹
宗
門
改
」
の
た
め
に
戸
籍
を
編
制
す
る
乙
と
に
な
り
、
「
由
是
山
奉
行
加
置
王
子
部
按
司
部
兼
管
其
事
」

と
山
奉
行
が
そ
れ
を
兼
務
す
る
と
い
う
中
段
と
、

そ
れ
以
後
毎
年
冬
に
戸
籍
調
査
が
行
わ
れ
た
と
い
う
後
段
で
記
事
は
終
る
。
中
設
で
の



山
奉
行
は
、
さ
き
の
三
奉
行
の
な
か
の
山
奉
行
の
こ
と
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、

そ
の
本
務
に
関
し
て
は
後
年
の
記
事
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な

ぃ。
一
六
六
九
年
の
、
「
素
称
仲
頭
山
奉
行
職
至
子
後
年
改
称
国
頭
山
奉
行

是
年
吉
忠
順
:
:
:
等
授
此
職
時
の
称
仲
頭
山
奉
行
且
十
年

次
遍
巡
諸
郡
査
看
松
樹
及
樫
樹
等
」
の
記
事
は
、
七
九
年
の
「
素
称
仲
頭
山
奉
行
至
子
是
時
改
称
国
頭
山
奉
行

而
令
紀
逢
佳
・
・
・
・
・
・
等
亦

任
此
職
時
既
廃
此
職

而
山
奉
行
兼
理
国
頭
山
奉
行
事
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
ど
う
や
ら
仲
頭
山
奉
行
(
改
)
|
↓
国
頭
山
奉
行
(
廃
)

-
↓
山
奉
行
(
国
頭
山
奉
行
を
兼
理
)
と
い
う
変
遷
を
た
ど
っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
職
務
は
十
年
に
一
度
諸
郡
を
め
ぐ
っ
て
、
松
・
樫

樹
の
管
理
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
十
年
に
一
度
の
巡
見
と
い
う
の
は
閑
職
に
等
し
い
の
で
、
戸
籍
な
ど
の
兼
務
が
生
ず
る
の

も
当
然
と
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
ま
た
松
・
樫
樹
と
い
う
特
定
樹
種
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
か
=
り
す
れ
ば
、
前
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
特
定
樹

種
が
不
足
を
つ
げ
る
こ
と
は
相
当
古
い
時
代
か
ら
あ
っ
た
乙
と
に
な
る
。

仲
頭
と
は
、
沖
縄
本
島
中
部
の
地
方
・
郡
名
の
中
頭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
国
頭
に
改
め
ら
れ
る
の
は
、
林
産
資
源
産
出
の
地
域

沖縄林政史に関する一考察

差
に
も
、

か
な
り
早
く
か
ら
気
づ
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
ふ
た
た
び
乙
乙
で
、

こ
の
地
域
差
の
問
題
に
ゆ
き
あ
た
る
。
島

尻
地
方
は
、
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
山
奉
行
の
管
轄
外
と
な
っ
て
い
る
し
、
残
存
し
て
い
る
林
野
の
管
轄
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
さ
え
も
目

下
の
と
乙
ろ
は
明
ら
か
で
な
い
。
『
遺
老
説
伝
』
巻
三
に
は
、
島
尻
郡
喜
屋
武
間
切
束
辺
村
の
大
力
の
持
主
、
樽
良
知
の
伝
説
を
記
し
て

い
る
。
そ
の
一
部
に
、
「
国
頭
船
」
が
材
木
を
売
り
に
き
た
と
き
、
樽
良
知
は
「
一
斉
買
収
」
を
交
渉
し
た
が
断
わ
ら
れ
た
。
怒
っ
た
樽

は
満
載
の
船
を
沙
頭
に
ひ
き
あ
げ
て
帰
宅
し
た
。
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
船
頭
は
、
材
木
を
樽
の
宅
に
運
ん
で
わ
び
を
い
れ
、
樽
も

船
を
も
と
に
も
ど
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
乙
の
伝
説
の
背
景
に
は
、
木
材
を
ほ
と
ん
ど
専
売
す
る
国
頭
入
と
、
そ
れ
に
対
す
る
島
尻

人
の
感
情
の
も
つ
れ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
国
頭
地
方
の
〈
南
部
人
が
つ
け
た
と
思
え
る
)
俗
称
は
山
艇
で
あ
り
、
中
頭
地
方
の
俗
称
即
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針
よ
り
も
軽
侮
の
ひ
び
き
が
あ
る
。
乙
の
も
つ
れ
が
材
木
商
売
を
契
機
に
生
じ
た
と
ま
で
は
い
い
き
れ
ぬ
に
せ
よ
、

な
ん
ら
か
の
要
因
と

な
っ
た
乙
と
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
島
尻
地
方
へ
の
林
産
資
源
供
給
は
、
か
な
り
古
い
時
期
に
日
常
化
し
て
し
ま
い
、
王
府
の
林
政
も
そ

れ
を
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
受
け
い
れ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
山
な
み
に
う
ち
続
く
天
然
林
の
み
が
林
産
地
で
あ
る
と

す
る
、

一
種
の
固
定
観
念
が
沖
縄
林
政
の
底
流
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
島
尻
郡
林
野
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
方
針
を
も
残
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
王
国
時
代
の
林
政
の
限
界
と
い
う
も
の
を
推
定
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
奉
行
の
兼
務
は
ま
だ
続
く
。

一
七
二
九
年
、
「
至
子
是
年
薩
州
査
明
国
中
人
民
而
不
論
男
女
老
弱
毎
人
各
倣
板
票
其
面
細
記
名
字
市

熔
印
其
年
所
値
支
字
以
与
各
人

薙
正
己
酉
〈
一
七
二
九
〉
侃
称
改
奉
行
」

と
な
り
、
兼
務
が
本
業
と
な
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
三

O
年
に
は
、
「
自
往
昔
平
等
官
員
輪
流
更
番
期
一
年
掌
管
仮
屋

由
是
始
裁
去
札
改
奉
行
而
山
奉
行
兼
管
国
中
人
民
之
版
籍

事
務

至
子
是
年
将
其
事
務
兼
授
山
奉
行

而
山
奉
行
亦
事
務
繁
冗
難
以
兼
理
是
始
加
筆
者
一
員
兼
理
仮
屋
之
事
」
と
あ
り
、
山
奉
行
は

依
然
と
し
て
存
続
す
る
も
の
の
、
薩
摩
の
琉
球
事
務
所
と
い
う
べ
き
「
仮
屋
」
関
係
事
務
所
ま
で
も
が
兼
務
と
な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に

増
員
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
本
務
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
気
づ
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
十
年
一
次
の
巡
看
で
は
、

日
常

は
こ
の
よ
う
な
兼
務
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
仮
屋
の
消
費
材
提
供
と
い
う
点
で
は
全
く
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

一
八
世
紀
初
め
ま
で
の
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
山
奉
行
職
も
、

さ
い
お
ん

司
官
の
一
人
禁
温
が
山
林
を
巡
視
し
、
柏
山
危
機
を
と
な
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
三
七
年
に
は
、
「
本
国
人
民
逐
年

一
七
三
七
年
以
降
か
ら
は
様
相
を
転
ず
る
よ
う
に
な
る
。
三
五
年
に
三

加
多
山
林
逐
年
衰
微

由
是
設
山
奉
行
数
員
住
居
各
処

栽
種
竹
樹
以
致
繁
茂

又
設
津
口
勤
番
数
員
在
於
各
処
禁
止
其
盗
伐
佳
木
以
商

価
」
と
な
り
、
始
め
て
本
務
の
た
め
の
増
員
が
大
幅
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
王
国
時
代
の
山
奉
行
は
、

一
七
三
七
年
に
整
備
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
年
の
『
山
奉
行
所
規
模
帳
』
は
、

こ
の
林
制
改
革
に
際
し
て
、
山
奉
行
の
規
模
(
職
務
)
を
明
ら
か
に
し
た
も



の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

山
方
為
下
知

国
頭
方
へ
山
奉
行
二
人
筆
者
六
人

中
顕
方
へ
山
奉
行
一
人
筆
者
二
人
被
召
立

奉

御
物
産
差
引
を
以
山
方
下
知
為
仕
候
段
及
言
上

行
筆
者
召
立
候
事

し

ょ

た

い

ほ

う

で

ん

ち

ほ

う

が
、
年
表
の
球
陽
記
事
の
「
奉
行
数
員
」
の
内
容
で
あ
る
。
王
府
の
所
帯
方
物
奉
行
の
下
の
団
地
方
と
な
ら
ん
で
、
山
方
の
下
知
が
山
奉

行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
国
頭
・
中
頭
山
奉
行
は
、

一
六
七
九
年
ご
ろ
の
も
の
と
は
性
格
を
異

に
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
規
模
帳
は

惣
山
当
井
村
山
当
之
儀
は
万
端
山
奉
行
差
図
を
受
随
分
出
精
柏
山
盛
生
為
仕
候
に
可
相
勤
:
:
:
又
地
頭
代
事
一
ケ
間
切
惣
頭
役
候
間
折
々
山
奉
行
へ
相

(
マ
マ
)

柚
山
之
為
何
篇
百
姓
下
地
方
入
念
候
様
申
渡
候
事

付
山
中
致
見
分

と
、
地
方
で
の
管
理
体
制
を
説
く
。
五
一
年
の
『
山
奉
行
所
公
事
帳
』
で
は
、

山
奉
行
山
入
之
瑚

山
師

山
工
人
罷
出
山
工
之
致
様
相
調
へ

尤
樹
木
相
衰
補
申
さ
て
不
叶
場
所

検
者

地
頭
代

惣
山
当
井
其
山
構
之
山
当

沖縄林政史に関する一考察

則
々
其
手
当
申
渡

罷
登
候
節
首
尾
可
申
出
事

と
、
山
奉
行
の
職
務
に
ふ
れ
る
と
と
も
に
、
林
制
機
構
の
一
連
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
山
奉
行
|
|
山
筆
者

ili
〔
地
方
役

人
〕
(
検
者
)
|
|
(
地
頭
代
)
|
|
惣
山
当
|
|
山
当
|
|
山
師
|
|
山
工
人
と
つ
ら
な
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
山
当
以
下
に
つ
い
て
は

毎
月
朔
日
山
奉
行
筆
者
給
所
へ
罷
出
諸
事
差
図
を
請
各
職
人
念
勤
候

尤
星
帳
相
調
置
星
相
記
奉
行
差
越
候
節
月
々
之
星
占
め
奉
行
印
押
可
申
事
(
『
公

事
帳
』
)

と
、
勤
務
評
定
も
厳
し
い
。
柏
山
の
現
場
に
お
い
て
、
林
政
の
理
念
を
実
行
す
る
の
は
、
山
工
人
で
あ
っ
た
。

57 

山
工
人
は
則
耕
作
人
同
前
候
閲
樹
木
高
立
延
候
様
に
随
分
入
精
候
儀
肝
要
候

前
々
之
木
よ
り
漸
々
相
劣
候
は
h

其
山
可
致
憶
枠
候

依
之
山
工
之
法
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に
立
勝
候
木
は
小
木
と
て
も
相
暗
其
余
之
木
よ
り
見
合
梢
之
立
留
り
候
等
伐
取
可
相
用
之
候

砂
糖
樽
井
き
ち
木
取
調
侯
翻
も
右
之
心
得
を
以
高
立
不

仕
候
木
を
見
合
伐
取
尤
任
取
安
き
一
所
よ
り
大
分
伐
取
間
敷
候

此
義
は
柏
山
養
生
之
法
に
委
細
申
述
置
候

老
若
共
委
く
可
申
渡
事
(
『
規
模
帳
』
)

お
よ
そ
柏
山
養
生
之
法
は
、
右
の
よ
う
に
小
木
で
も
大
き
く
な
る
可
能
性
の
も
の
は
残
し
、
「
梢
之
立
留
」
っ
た
木
か
ら
伐
採
し
て
い

く
山
工
之
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
木
に
な
る
可
能
性
の
立
木
に
は
、

一
本
一
本
札
付
け
を
し
て
、
『
御
材
木
帳
』
に
記
帳
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
絶
え
ず
山
入
り
を
し
て
、
高
く
成
長
さ
せ
る
努
力
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
頭
・
国
頭
山
奉
行
の
管
轄
区
に
つ
い
て
も
定
め
ら
れ
、
『
公
事
帳
』
に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

中
頭
山
奉
行
|
|
西
原
・
中
城
・
具
志
川
・
美
里
・
越
来
・
北
谷
・
読
谷
山
の
七
間
切
管
轄
(
山
奉
行
は
越
来
聞
大
工
廻
に
、
筆
者
三
名
の
う
ち
一
人

は
美
里
間
切
知
花
村
、

一
人
は
北
谷
間
切
屋
良
村
に
常
駐
)

国
頭
山
奉
行
二
人
の
う
ち

西
山
奉
行
|
|
金
武
・
恩
納
・
名
護
・
羽
地
・
本
部
・
今
帰
仁
六
間
切
(
筆
者
、

人

一
人
は
本
部
間
切
渡
久
地
村
、

一
人
は
名
護
間
切
名
護
村
、

沖縄林政史に関する一考察

は
金
武
間
切
金
武
村
)

東
山
奉
行
|
|
大
宜
味
・
国
頭
・
久
志
三
間
切
〈
筆
者
一
人
は
国
頭
間
切
辺
土
名
村
、

一
人
は
久
志
間
切
平
良
村
、

一
人
は
大
宜
味
間
切
大
宜
味

村
)西

東
奉
行
は
定
宿
を
決
め
な
か
っ
た
。

右
の
管
轄
区
を
地
図
に
示
す
と
、
島
尻
郡
は
も
と
よ
り
、
中
頭
山
奉
行
も
中
頭
郡
全
域
を
そ
の
管
轄
下
に
お
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

そ
の
後
の
一
八
三
七
・
七
四
年
に
増
員
を
み
て
、
県
政
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る

2
3
な
お
、
「
津
口
動

ょ
う
で
あ
る
。
山
奉
行
は
、

59 

番
」
は
、
検
者
な
ど
の
地
方
役
人
に
よ
っ
て
盗
伐
材
の
抜
積
・
抜
売
り
を
す
る
船
舶
積
荷
の
監
視
に
あ
た
り
、
ま
た
造
船
(
く
り
舟
な
ど
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φ
小
船
に
至
る
ま
で
)

に
つ
い
て
の
管
理
に
あ
た
り
、

乙
の
限
り
で
地
方
船
舶
は
山
奉
行
の
管
轄
に
入
っ
た
こ
と
は
旧
稿
で
ふ
れ
た
通
り

で
あ
る
。
乙
の
津
口
取
締
も
、
監
督
地
域
が
割
当
て
ら
れ
て
い
た
(
時
三

総
(
惣
)
山
奉
行
と
そ
の
設
置
の
特
徴

王
国
時
代
の
柏
山
管
理
は
、
右
の
山
奉
行
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、
年
表
に
は
明
治
の
旧
慣
調
査
に
記
さ
れ
て
い
な
い
「
総
・
惣
山
奉

行
」
が
出
現
す
る
。
乙
れ
も
幾
度
か
の
改
廃
が
く
り
返
さ
れ
、
総
と
惣
の
ち
が
い
は
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
総
山
奉
行
に
統

一し、

そ
の
変
遷
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
と
す
る
。

一
六
二
九
年
|
|
本
国
設
置
此
職
未
詳
何
世
而
始
湾

至
子
是
年
英
助
祖
(
伊
祖
親
方
重
政
)
曽
任
山
奉
行
職

専
管
山
林
竹
樹
之
事

と
記
す
の
は
、

さ
き
の
山
奉
行
の
記
事
に
似
て
い
る
。
乙
の
総
山
奉
行
は
山
奉
行
の
経
験
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
親
方
」
の
位
階
を
も

あ

じ

つ
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
王
子
・
按
司
と
な
ら
ん
で
最
高
の
執
政
官
で
あ
る
三
苛
官
に
就
任
で
き
る
資
格
で
あ
り
、
身
分
制
の
な
か
で
の

最
高
位
の
大
名
の
位
階
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
一
五

O
九
年
の
石
鉄
木
三
奉
行
主
取
職
毛
時
儀
は
、
主
取
職
と
さ
れ
る
だ
け
に
親
方
で
あ

こ
の
主
取
職
が
総
山
奉
行
の
設
置
と
、
な
ん
ら
か
の
関
係
を
も
つ
か
と
も
考
え
さ
せ
る
。

ば
い
き
ん
(
ベ
I
き
ん
V

奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
吉
忠
順
の
位
階
は
、
親
雲
上
で
あ
っ
た
。
乙
の
位
階
で
の
役
職
上
の
上
限
は
奉
行
ど
ま
り
と
さ
れ
る
の
で
、
総
山
奉

っ
た
。
ま
た
、

一方、

一
六
四
八
年
の
国
頭
山

行
は
、
山
奉
行
の
上
級
職
で
あ
る
乙
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
当
時
ど
の
よ
う
な
必
要
か
ら
乙
の
総
山
奉
行
が
設
置
さ
れ
た
の

か
は
、
「
未
詳
」
の
ま
ま
で
あ
る
。

総
山
奉
行
の
記
事
は
、
右
に
続
い
て
は
一
八

O
六
年
ま
で
み
ら
れ
な
い
。
乙
の
問
、
山
奉
行
が
整
備
設
置
さ
れ
る
林
制
の
変
換
期
が
あ

っ
た
乙
と
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
。

一
八

O
六
年
、
二

O
年
に
総
山
奉
行
の
記
事
が
あ
る
が
、

四
五
年
の
記
事
は
総
山
奉
行
の
改
廃
の
経
緯
ま
で
も
記
し
て
い
る
の
で
、

てコ



ぎ
に
引
用
す
る
。

柚
山
材
木
不
可
不
加
意
培
養

)
 

唱

i(
 
以
故
山
宗
禎
元
年
三
六
二
八
)
命
紫
巾
宮
(
親
方
の
乙
と
)
充
為
総
山
奉
行

(2) 

又
康
照
年
間
(
一
六
六
二
一

l
一
七
二
二
)
命
王
子
充
為
総
奉
行
加
以
按
司
紫
巾
官

(3) 

至
干
落
正
年
間
(
一
七
二
二
|
三
五
)
所
建
各
役
己
行
加
減

更
兼
其
後
経
過
数
十
年
之
久

公
用
材
木
比
土
日
甚
多
所
有
柏
山
材
木
遂
就
樵
枠

(4) 

因
是
嘉
慶
十
一
年
(
一
八

O
六
)
復
又
命
紫
巾
官
充
為
総
山
奉
行

至
子
二
十
五
年
(
一
八
二

O
)
将
其
総
山
奉
行
伊
士
山
嶺
親
方
充
年
頭
使
者
赴
子
薩
州

且
当
此
時
柏
山
諸
木
描
軍
撤
耳
鳴
茂

故
不
建
其
後
欠

但
歴
二
十
一
年
子
蕊
酉
年
(
一
八
二
五
)
遇
看
大
風

所
有
諸
木
多
被
吹
倒
兼
将
其
材
木
営
造
聖
廟
及
西
御
殿

更
兼
起

古
来
未
有
如
此
大
風

造
各
処
公
園
省

費
用
材
木
甚
多
故

彼
材
木
概
及
抽
出
伴

沖縄林政史に関する一考察

(5) 

因
此
会
議
の
旧
命
紫
巾
官
充
為
総
奉
行

不
賜
役
知

と
あ
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
総
山
奉
行
の
任
菟
は
一
六
二
八
年
以
降
一
八
四
五
年
ま
で
に
五
回
あ
っ
た
乙
と
に
な
る
。

ω、
ωに
つ
い
て
は

す
で
に
ふ
れ
た
乙
と
で
あ
る
。

一
八

O
六
年
ま
で
の
空
白
に
つ
い
て
は
、
「
加
減
」
を
行
っ
た
の
み
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
乙
ろ

が
、
公
用
材
の
消
費
増
大
の
た
め
に
柏
山
が
慌
悼
に
及
ん
だ
の
で
、

一
八

O
六
年
に
ま
た
総
山
奉
行
が
任
命
さ
れ
る
乙
と
と
な
っ
た
。

八
二

O
年
に
は
、
時
の
総
山
奉
行
が
年
頭
使
者
と
し
て
薩
摩
に
赴
い
た
こ
と
や
、
柏
山
の
諸
木
が
繁
茂
し
た
た
め
に
、
総
山
奉
行
を
廃
止

し
た
と
い
う
。
二

O
年
の
記
事
に
は
、
「
子
弦
寅
年
(
一
八

O
六
)
以
来
:
:
:
厳
示
伐
貫
之
禁
能
教
栽
培
之
法
将
見
在
日
後
諸
木
鴨
茂
是
突

61 

以
罷
退
其
職
」
と
あ
り
、
総
山
奉
行
は
ま
ず
禁
伐
の
徹
底
を
は
か
る
と
と
も
に
、
栽
培
之
誌
を
教
え
る
乙
と
が
職
務
で
あ
っ
た
乙
と
が
知
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れ
る
。
し
か
し
、
山
奉
行
の
職
務
と
の
関
連
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
諸
木
鴨
茂
の
柏
山
を
襲
っ
た
の
は
、

一
八
二
五
年
の
暴
風
で
あ

っ
た
分
)
。
当
然
に
復
旧
の
た
め
の
用
材
費
消
が
増
大
し
て
、

一
八
七
二
年
に
は
、

ま
た
右
の
原
文
の
四
五
年
に
総
山
奉
行
を
任
命
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

此
年
柏
山
樹
木
甚
及
傑
枠
而
国
家
之
用

主
上
曽
垂
論
旨
以
示
材
木
繁
自
国
之
意

固
不
可
不
為
使
其
茂
盛
之
計

新
設
按
司
奉
行
一
員
加
立
親
方
奉
行

一員

督
理
山
林
事
務

と
、
総
山
奉
行
と
記
さ
れ
な
い
が
、
右
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
総
山
奉
行
の
増
員
と
い
う
乙
と
が
知
れ
よ
う
。

以
上
、
総
山
奉
行
に
つ
い
て
総
括
し
て
み
る
と
、
柚
山
樵
伸
、
諸
木
の
枯
渇
に
際
し
て
設
置
さ
れ
、
諸
木
の
繁
茂
を
み
る
と
廃
止
さ
れ

て
き
た
ζ

と
が
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
職
務
は
、

ま
ず
禁
伐
、

つ
い
で
栽
培
之
法
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

乙
れ
は

ま
た
山
奉
行
の
職
務
で
も
あ
っ
た
。
王
府
は
山
奉
行
の
上
級
職
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
百
姓
に
木
材
危
機
を
訴
え
る
効
果
を
考
え
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
柏
山
樹
木
の
盛
衰
が
あ
っ
た
こ
と
、

そ
れ
に
応
じ
て
総
山
奉
行
の
改
廃
が
く
り
返
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
浮
び
上

る
の
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
柏
山
は
ほ
と
ん
ど
天
然
林
の
状
態
で
あ
り
、
比
較
的
旺
盛
な
成
長
量
を
備
え
て
い
た
。
し

こ
、
主
つ

T
L

、

ふ
J
A
H
N

『

ι

、

し
ば
ら
く
禁
伐
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
蓄
積
量
は
回
復
し
え
た
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
た
び
伐
採
量
を
増
大
で
き
る

と
、
総
山
奉
行
の
必
要
性
は
減
ず
る
と
と
に
な
る
。
伐
採
量
と
蓄
積
量
の
え
が
き
出
す
曲
線
は
、
些
一
か
の
ズ
レ
を
も
ち
な
が
ら
一
種
の
半

自
然
的
と
い
う
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蓄
積
量
の
曲
線
は
、
す
で
に
一
部
分
な
が
ら
ふ
れ
た
よ
う
に
、

伐
跡
へ
の
植
林
が
山
方
に
よ
っ
て
入
念
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
容
易
に
上
昇
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
伐
採

量
は
、
年
々
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
柏
山
の
荒
廃
・
除
枠
は
さ
け
き
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。



右
の
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
に
変
化
を
与
え
る
の
は
、

一
八
二
五
年
の
よ
う
な
台
風
で
あ
っ
た
。
柏
山
樵
枠
と
直
結
す
る
台
風
記
事
は
他
に

見
出
し
え
な
か
っ
た
が
、
沖
縄
の
地
理
的
位
置
か
ら
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
乙
の
酉
年
暴
風
の
後
仕
末
役
と
し

て
の
総
奉
行
の
任
命
は
、
二

O
年
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
る
。
柏
山
の
盛
衰
と
若
干
の
ズ
レ
を
み
せ
な
が
ら
、
総
山
奉
行
の
改
廃
が
行
わ
れ

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

柏
山
憶
枠
の
危
機
は
、
特
定
樹
種
|
|
王
殿
建
材
や
唐
船
用
材
な
ど
の
松
・
樫
・
杉
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
山
奉

行
に
せ
よ
総
山
奉
行
に
せ
よ
、
禁
伐
あ
る
い
は
植
林
の
対
象
と
し
た
の
は
こ
れ
ら
の
特
定
樹
種
に
つ
い
て
の
み
で
あ
っ
た
。
雑
木
消
費
に

関
し
て
は
比
較
的
余
裕
の
あ
る
産
出
量
が
期
待
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
よ
い
。

と
は
い
え
、
人
口
増
加
・
公
用
材
消
費
量
の
増
加
は
、
柏
山
の
絶
対
面
積
を
次
第
に
狭
め
、
柏
山
の
荒
廃
化
現
象
を
生
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
の
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
は
、
林
制
の
転
換
を
も
た
=
り
し
た
柏
山
慌
枠
の
背
景
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
よ
う
。

(ニコ

林
政
書
か
ら
み
た
柏
山
懐
枠
要
因

沖縄林政史に関する一考察

一
七
三

0
年
代
の
林
政
転
換
は
、
山
林
樹
木
の
衰
退
す
な
わ
ち
柏
山
慌
枠
の
危
機
意
識
か
ら
始
る
。

一
七
三
五
年
の
中
山
世
譜
、
三
七

年
の
球
陽
に
は
、
全
く
同
文
の
左
の
記
事
を
残
し
て
い
る
。

原
是
本
国
無
能
知
山
林
之
法
者

而
棚
原
ハ
国
〉
山
林
己
絶

北
谷
読
谷
山
越
来
美
里
具
志
川
五
県
山
林
殆
絶

恩
納
金
武
名
護
本
部
今
帰
仁
五
県
山
林

漸
衰
美
材
将
絶

唯
羽
地
大
宜
味
久
志
国
頭
四
県
梢
有
美
材
耳

再
歴
数
十
年
則
一
国
之
材
必
有
欠
乏
駕

察
法
司
命
即
率
官
僚
巡
見
各
県
山
林
指
教

其
法
而
後
国
人
始
知
有
山
林
之
法

ま
ず
、
当
時
の
沖
縄
本
島
の
山
林
を
中
頭
郡
南
部
の
棚
原
か
ら
北
部
へ
、

巳
絶
・
殆
絶
・
漸
衰
美
材
将
絶
・
梢
有
美
材
耳
と
、
段
階
的
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な
地
域
差
を
説
い
て
い
る
。

乙
こ
で
も
、
島
尻
郡
の
山
林
に
つ
い
て
は
全
く
意
識
外
に
あ
る
乙
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。

つ
い
で
、
法
司
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官
禁
温
が
山
林
を
巡
視
し
、

そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
山
林
之
法
を
教
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
察
温
の
沖
縄
史
上
の
位
置
は

他
の
追
随
を
許
さ
ず
、
林
政
史
に
お
い
て
も
抜
き
が
た
い
。
林
政
書
の
な
か
に
は
、
彼
の
著
書
『
独
物
語
』
の
文
と
同
文
の
も
の
が
あ

り

一
七
三

0
年
代
の
林
政
転
換
の
中
心
人
物
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
三
八
年
、

ふ
た
た
び
山
林
巡
視
に
出
た
察
温
は
、
国
頭

地
方
の
山
林
内
に
位
置
し
て
い
た
諸
村
を
移
転
さ
せ
て
い
る
。
と
く
に
羽
地
名
護
山
林
内
の
十
一
村
に
つ
い
て
の
移
転
理
由
は
、

農
地
最
狭

動
焼
山
林
以
供
農
地

と
し
て
い
る
。
乙
乙
で
、
二
つ
の
事
実
が
注
意
で
き
る
。

一
つ
は
、
「
山
林
内
」
と
「
山
林
外
」
と
い
う
点
で
、
お
そ
ら
く
察
温
の
こ
ろ
に
柏
山
の
範
囲
が
確
定
さ
れ
、

そ
の
結
果
と
し
て
山
林

内
の
村
落
が
出
現
す
る
乙
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
当
然
、

乙
れ
ら
の
村
落
は
、
柚
山
の
指
定
以
前
か
ら
の
村
落
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
だ
が
、
柏
山
範
囲
等
の
絵
図
類
に
つ
い
て
は
、
目
下
管
見
の
範
囲
に
な
い
。

第
二
は
、
右
の
よ
う
な
村
落
を
移
転
さ
せ
る
に
つ
い
て
の
理
由
で
あ
る
。
山
林
の
な
か
で
あ
れ
ば
農
地
は
狭
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

の
村
落
は
、
山
林
を
焼
い
て
農
地
に
供
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
当
初
か
ら
焼
畑
農
耕
民
に
よ
る
山
村
で
あ
っ
た
と

推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
柏
山
危
機
感
に
は
、

乙
の
よ
う
な
焼
畑
民
に
対
す
る
警
戒
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
す
で
に
第
一
章
に
お
い

て
、
天
然
林
の
荒
廃
に
つ
い
て
は
、
復
命
書
は
ふ
れ
る
乙
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
、

一
七

0
0年
代
の
林
政
書
の
な

か
か
ら
、
柏
山
慌
枠
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
抽
き
出
し
て
み
る
乙
と
と
す
る
。

『
山
奉
行
所
規
模
帳
』
に
は
、
「
柏
山
是
程
迄
及
衰
微
候
儀
は
」
、

ω山
敷
見
様
之
法
不
案
内
に
て
抱
護
之
閉
口
焼
明
伐
明
候
付
て
山
気
相
洩
山
奥
迄
相
痛
候
是
一

つ
ぎ
の
三
要
因
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

ω又
柏
山
養
生
之
法
不
案
内
に
て
致
入
山
候
付
て
樹
木
痛
終
に
柏
山
及
機
枠
侯
是
一



ω又
白
閏
作
を
好
侯
て
跡
先
之
計
も
無
之
山
敷
無
理
に
焼
明
置
侯
是

右
之
ケ
条
を
以
柏
山
致
衰
微
為
申
事
候

向
後
能
々
山
法
相
守
跡
々
の
通
柏
山
致
盛
長
候
様
入
精
旨
申
渡
事
(
傍
点
引
用
者
)

右
の
三
要
因
の
う
ち
、

ωの
山
敷
見
様
之
法
、

ωの
柏
山
養
生
之
法
と
は
、
『
柏
山
法
式
帳
』
で
示
さ
れ
た
ば
か
り
の
山
林
之
法
で
あ

り
、
百
姓
が
不
案
内
な
の
も
無
理
は
な
い
。
結
局
、

ω乙
そ
が
従
前
か
ら
の
山
林
衰
微
の
要
因
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
「
白
田
作
を
好
み
」

と
す
る
の
は
、
当
時
す
で
に
水
田
耕
作
が
前
提
と
な
っ
た
耕
作
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

と
く
に
為
政
者
側
に
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
各
林
政
書
の
な
か
か
ら
、

こ
の
「
焼
明
」
に
関
連
す
る
部
分
を
つ
ぎ
に
列
記
す
る
。

ω柏
山
内
樹
木
仕
立
候
と
て
薮
山
薄
原
之
場
所
能
と
焼
明
伐
明
年
期
を
以
作
毛
仕
来
侯
得
共
(
柏
山
法
式
仕
次
)

ω従
前
柏
山
法
式
無
之
心
俸
に
伐
取
焼
明
年
増
木
絶
に
成
行
最
早
大
材
木
甚
少
(
就
柏
山
物
計
条
々
)

ω法
式
無
之
百
姓
心
俵
致
山
工

剰
山
林
焼
明
致
作
毛
木
断
絶
之
基
(
山
奉
行
所
公
事
帳
〉

右
の
う
ち
、

ωで
は
荒
廃
山
林
中
で
の
焼
畑
経
営
が
「
年
期
を
以
て
」
移
動
し
た
乙
と
を
推
定
さ
せ
、

そ
れ
が
植
樹
を
名
目
と
し
て
行

沖縄林政史lと関する一考察

わ
れ
た
乙
と
も
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、

乙
の
焼
明
が
山
林
衰
微
と
結
び
つ
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
沖
縄
の
焼
畑
は
、
王
国
時
代
の
百
姓
地
山
野
か
、
間
切
・
村
山
野
に
属
す
る
「
ア
キ
ケ

l
パ
ル
」
で
行
わ
れ
て
い
た
(
目
立
し

一
八
世
紀
に
は
右
の
よ
う
に
柏
山
内
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
当
然
、
王
府
は
柏
山
を
指
定
し
、

か
し
、

そ
ζ 

か
ら
焼
畑
を
閉
め
出
す
方
向
で
林
政
を
推
進
す
る
こ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

主
と
し
て
山
林
管
理
を
中
心
と
し
た
沖
縄
林
政
史
の
一
側
面
に
つ
い
て
ま
と
め
た
が
、
旧
稿
の
責
を
一
応
果
し
え
た
段
階
で
し
か
な

ぃ
。
と
く
に
山
林
経
営
の
実
態
に
関
し
て
は
、
筆
者
に
も
十
分
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
林
政
書
は
全
般
的
指
針
で
あ
り
、

地
方
間
切
に
は
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
「
内
法
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
細
部
の
点
検
や
、
部
分
的
な
各
地
の
史
料
分
析
な
ど
の
課
題

が
残
る
。
ま
た
、
林
政
書
の
柏
山
養
生
之
法
、
山
工
之
法
な
ど
の
内
容
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
次
稿
以
降

の
課
題
と
し
、

と
り
あ
え
ず
通
観
の
段
階
で
の
所
見
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

注

(

1

)

回
里
友
哲
他
沖
縄
関
係
地
理
学
文
献
目
録

ω
琉
大
法
文
学
部
紀
要
一
九

沖
縄
県
図
書
館
協
会
編
『
沖
縄
県
郷
土
資
料
総
合
目
録
』
一
九
七
三

山
路
勝
彦
編
沖
縄
・
奄
美
関
係
文
献
目
録
一
九
七
二

(

2

)

池
野
茂
沖
縄
「
山
原
船
」
水
還
の
歴
史
地
理
的
考
察
『
地
域
と
交
通
』
(
大
明
堂
一
九
七
五
)
所
収

同
近
世
琉
球
の
遭
難
漂
流
記
録
を
め
ぐ
る
諸
問
題
桃
山
学
院
大
・
社
会
学
論
集
一

O
ノ
一
一
九
七
六

(

3

)

宮
城
栄
昌
『
琉
球
の
歴
史
』
(
吉
川
弘
文
館
一
九
七
四
)
の
時
代
区
分
に
よ
る
。

宮
城
に
よ
る
と
、
①
マ
キ
ョ
(
村
落
〉
時
代
ほ
ぼ
九
世
紀
ご
ろ
ま
で
②
按
司
時
代
一
四
一
二
年
ま
で
③
主
国
時
代
一
四
二
二
|
一
八

七
一
年
④
県
政
時
代
一
八
七
一
ー
一
九
四
五
年
⑤
ア
メ
リ
カ
施
政
権
時
代
一
九
四
五
J
一
九
七
二
年
と
な
る
が
、
出
版
当
時
の
状
況
か

ら
一
九
七
二
年
以
降
は
「
真
の
県
政
時
代
は
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。

な
お
、
「
沖
縄
は
沖
縄
の
人
々
の
本
来
の
呼
称
で
あ
り
、
琉
球
は
中
国
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
:
:
:
沖
縄
自
体
の
場
合
は
沖
縄
、

外
か
ら
沖
縄
に
対
す
る
場
合
は
琉
球
と
い
う
よ
う
に
使
い
分
け
」
(
宮
城
前
掲
喜
)
る
用
例
に
し
た
が
う
o

引
用
資
料
中
の
呼
称
は
原
文
に
よ
る
。

一
九
七
六



沖縄林政史lζ関する一考察

ま
た
、
年
号
に
関
し
て
は
、
薩
摩
関
係
の
も
の
以
外
の
沖
縄
正
史
類
は
中
国
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

L

煩
を
さ
け
て
本
稿
で
は
西
暦
年
号

に
よ
っ
て
い
る
。

(
4
〉
沖
縄
県
日
誌
明
治
M
年
7
月

ω日
(
『
沖
縄
県
史
』
日
)

(

5

)

『
沖
縄
近
代
史
辞
典
』
沖
縄
県
教
委
一
九
七
七
等
参
照

(

6

)

岡
村
明
遠
山
林
政
策
の
展
開
と
入
会
地
整
理
過
程
(
古
島
敏
雄
編
『
日
本
林
野
制
度
の
研
究
』
所
収
一
九
五
五
)
四
七
頁

(
7
〉
『
沖
縄
県
史
』
引
所
収

(

8

)

沖
縄
県
内
務
部
第
一
課
『
沖
縄
旧
慣
地
制
』
一
八
九
三
(
県
史
引
所
収
)

な
お
そ
の
他
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
同
前
「
沖
縄
旧
慣
地
方
制
度
』
一
八
九
三
参
照

(

9

)

『
球
陽
』
巻
担
一
八
六
一
年
頃
、
原
文
は
、
乙
の
風
水
林
を
闘
い
乙
ん
で
宅
地
化
し
た
士
族
屋
敷
の
経
界
を
正
し
、
植
樹
せ
し
め
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

(
叩
)
『
柏
山
法
式
帳
』
一
七
三
七
、
第
2
条

(
日
〉
岡
村
前
掲
書
七
六
頁
「
明
治
二
十
五
年
現
在
、
国
有
林
の
比
重
は
、
青
森
県
の
九
七
Mmを
最
高
と
し
て
東
北
六
県
に
重
く
、
つ
い
で
関
東
・

九
州
・
中
部
の
一
部
に
集
中
的
に
分
布
し
・
:
・
:
敵
藩
関
係
も
あ
る
が
、
主
に
商
品
生
産
の
発
達
程
度
、
林
野
の
所
有
意
識
の
成
熟
程
度
に
規
定
さ

れ
た
も
の
と
い
え
る
」

(
ロ
)
宮
城
前
掲
量
一
国
一
六
三
頁

(

M

U

)

本
稿
で
の
史
料
出
典
そ
あ
げ
て
お
く
。

『
中
山
世
議
』
の
ほ
か
に
、
『
琉
球
国
由
来
記
』
は
、
伊
波
普
猷
・
東
恩
納
寛
惇
・
横
山
重
編
『
琉
球
史
料
叢
書
』
(
井
上
書
房
)
に
よ
る
。
『
球

陽
』
は
、
球
腸
研
究
会
編
(
角
川
書
庖
)
の
『
沖
縄
文
化
史
料
集
成
』
に
よ
る
。
『
遺
老
説
伝
』
は
、
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
一
巻
』
(
一
二

一
書
一
房
一
〉
所
収
の
読
み
下
し
文
に
よ
る
。

(
M
H
)

林
政
八
蓄
は
、
沖
縄
県
山
林
会
、
久
場
川
牛
太
郎
編
『
林
政
八
書
』
(
年
号
欠
)
に
よ
る
。

(
日
〉
一
九
O
七
年
(
明
治
お
)
の
仲
士
口
朝
吉
の
「
読
谷
山
間
切
開
墾
地
」
の
聞
書
き
に
は
、
「
一
、
旧
藩
時
代
に
は
、
中
頭
地
方
は
仮
山
奉
行
(
四

名
の
内
二
名
は
奉
行
所
在
勤
、
二
名
は
中
頭
巡
廻
)
の
担
当
に
し
て
詰
所
は
な
か
り
し
。
山
筆
者
は
二
名
。
一
、
国
頭
郡
は
西
山
奉
行
(
名
護
・

本
部
・
今
帰
仁
・
羽
地
)
一
名
、
東
山
奉
行
一
名
(
恩
納
、
金
武
、
久
志
)
、
加
増
山
奉
行
一
名
(
大
宜
味
・
国
頭
)
を
分
担
し
て
、
西
山
奉
行
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は
名
護
大
兼
久
、
東
山
奉
行
は
久
士
山
瀬
嵩
に
、
加
増
山
奉
行
は
国
頭
浜
村
に
詰
所
あ
り
。
而
し
て
春
秋
二
回
の
巡
回
の
外
は
詰
所
に
居
り
、
御
用

あ
れ
ば
認
可
の
上
首
尾
に
出
つ
る
定
め
な
り
し
も
、
近
年
は
詰
所
に
居
る
も
の
甚
た
少
な
か
り
き
。
山
筆
者
は
恩
納
、
名
護
、
本
部
、
今
帰
仁
、

羽
地
、
大
宜
味
、
金
武
に
一
名
、
国
頭
に
三
名
、
久
志
に
二
名
計
十
二
名
な
り
。
其
内
六
名
は
本
筆
者
、
六
名
は
仮
筆
者
な
り
」
(
小
野
武
夫
編

『
近
世
地
方
経
済
史
料
』

9
巻
二
六
一
頁
)
と
あ
り
、
公
事
帳
と
細
部
で
ち
が
い
が
あ
る
。
実
務
運
営
に
際
し
て
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
一
八
一
一
年
に
増
員
が
な
さ
れ
た
。

(
日
山
)
「
今
帰
仁
柏
山
方
式
」
(
小
野
前
掲
書
一
九
六
頁
一
七
五
四
)
に
よ
れ
ば
、
「
一
、
国
頭
間
切
奥
間
・
浜
・
比
地
・
桃
原
四
ケ
村
在
番
様
、

辺
土
名
・
宇
良
・
伊
地
三
ケ
村
検
者
構
与
那
・
謝
敷
・
佐
手
・
辺
野
喜
・
字
嘉
五
ケ
村
謝
敷
筆
者
構
、
奥
・
辺
戸
詰
筆
者
構
、
楚
州
・
安
田
・

安
波
三
ケ
村
安
田
詰
山
筆
者
構
大
宜
味
間
切
根
謝
銘
・
一
名
代
・
城
・
親
田
・
見
里
・
屋
嘉
比
六
ケ
村
国
頭
在
番
構
、
津
波
・
塩
屋
・
屋
古
前

・
回
港
・
渡
野
喜
屋
五
ケ
村
検
者
構
、
根
路
銘
・
大
宜
味
・
鏡
波
・
喜
如
嘉
四
ケ
村
山
筆
者
構
、
久
志
間
切
有
銘
・
慶
佐
次
・
天
仁
屋
三
ケ
村
在

呑
構
、
辺
野
古
・
大
浦
・
久
志
三
ケ
村
検
者
構
、
久
志
・
汀
間
・
安
部
・
嘉
陽
安
部
詰
山
筆
者
構
、
川
田
・
平
良
・
大
鞍
三
ケ
村
川
田
詰
山
筆
者

構
金
武
間
切
金
武
井
里
惣
慶
・
漢
那
・
宜
野
座
・
古
知
屋
六
ケ
村
検
者
橋
、
伊
芸
屋
嘉
二
ケ
村
美
里
間
切
山
筆
者
橋
、
津
口
出
入
之
船
浦
懸
之
船

改
候
事
」
が
「
津
口
船
改
」
の
管
轄
区
で
あ
っ
た
。

(
灯
)
「
酉
年
(
一
八
二
五
)
」
(
文
化
8
)
は
、
沖
縄
の
災
厄
年
の
よ
う
で
あ
る
。
前
年
の
最
後
の
記
録
は
、
「
本
年
暗
号
」
で
早
舷
祈
雨
の
内
容
で
あ
る
。

二
五
年
冒
頭
は
「
大
機
」
で
、
「
此
年
風
早
相
の
銭
銭
蓉
臨
調
・
:
:
・
」
か
ら
始
る
。
餓
死
者
合
計
一
二
、
三
五
八
名
と
あ
る
。
つ
い
で
、
「
本
年
八
月
十

四
日
暴
風
大
作
具
志
川
勝
連
三
郡
海
水
泥
溢
」
と
い
う
見
出
し
と
な
る
。
死
者
三
十
名
、
吹
倒
家
屋
二
ハ
、
五
四
二
、
倉
庫
倒
壊
一
、

O
四

五
、
破
損
船
舶
一
二
ハ
、
接
貢
、
護
送
船
が
流
さ
れ
三
船
と
も
に
損
傷
、
各
地
の
被
害
で
海
水
泥
溢
の
た
め
の
溺
死
者
六
六
名
に
及
ん
で
い
る
。

な
お
、
『
日
本
の
天
災
・
地
変
』
(
原
書
房
刊
〉
に
も
、
本
土
の
災
害
と
と
も
に
、
「
琉
球
国
去
今
凶
荒
す
」
、
「
十
月
琉
球
国
大
飢
鍾
」
の
記
事
を

あ
げ
て
い
る
(
八

O
頁)。

(
問
)
「
棚
原
」
と
は
、
中
頭
郡
の
西
原
・
中
城
間
切
に
ま
た
が
る
山
林
で
あ
っ
た
。
(
『
国
頭
村
史
』
一
九
七
二
・
一
三

O
頁
)

(
四
)
佐
々
木
高
明
「
日
本
の
焼
畑
』
(
一
九
七
二
、
二
四
八
頁
)
、
同
・
沖
縄
本
島
北
端
の
村
々
(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
地
形
図
を
読
む
5
』
所
収
〉

池
野
茂
沖
縄
の
村
落
(
矢
守
一
彦
編
『
空
か
ら
み
た
歴
史
景
観
』
所
収
)




